
１７－５　風俗・質屋・古物営業等店舗数

　この表は、市内において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、質屋営業法、古物営業法の許可を受けた店舗を
まとめたものである。　　

1号営業 2号営業 3号営業

パチンコ 麻  雀 その他

　平成２６年 3,963         748         651         -          -          19         56         22         

　　　２７ 4,054         759         664         -          -          19         55         21         

　　　２８ 4,264         762         667         -          -          19         55         21         

　　　２９ 4,067         759         674         -          -          18         47         20         

　　　３０ 4,000         775         688         -          -          24         47         16         

※風俗営業の区分は、平成２８年の法改正による。

総　数
ｷｬﾊﾞﾚｰ、
料理店等

4号営業・5号営業

低照度
飲食店

区画席
飲食店

遊　　　戯　　　場
年　　次 総　数

風　　　　　　　　　　　　　　　俗 営　　　　　　　　　　業



　この表は、市内において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、質屋営業法、古物営業法の許可を受けた店舗を

（各年12月31日現在）

-          1,352       1,863         18            1,845         

-          1,362       1,933         17            1,916         

1          1,366       2,125         17            2,108         

1          1,353       1,954         18            1,936         

1          1,126       2,098         19            2,079         

資料：久留米警察署、うきは警察署

質屋・古物商等営業

総　数 質　屋 古物商

特定遊興
飲食店

深夜酒類提
供飲食店


